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１ はじめに

指定検査機関としてのコンプライアンス

７条検査適期実施の徹底

ダイレクトメール事業の活用

・検査システム一部改善

・７条検査適期実施事務取扱マニュアルの制定



目的

１ 浄化槽に関する正しい知識の普及・啓発

２ 使用開始時期の把握

事業開始前の使用開始把握（県届出の使用開始報告）は

約５７％

県届出の使用開始報告と併せると使用開始物件の把握は

約８５％



３ 検査システム

使用開始経過時期の明確化



使用開始経過時期の明確化

使用開始日から７ヶ月以上時期
判定Ｃ

使用開始日から３～４ヶ月時期
判定Ａ

使用開始日から５～６ヶ月時期
判定Ｂ



４ 検査システム

７条保留情報の明確化



７条保留情報の明確化

検査保留の主な理由
（未設置、未使用等）

24/08/27

24/08/27

次回確認期限日欄の日付を

赤色で警告
（前回確認日から６ヶ月超）

７条保留情報

次回確認期限日主な理由



５ 検査システム

７条検査未検査一覧表（管理職確認用）



７条検査未検査一覧表

（管理職確認用）

使用開始日から７ヶ月以上時期
判定Ｃ

使用開始日から５～６ヶ月時期
判定Ｂ

使用開始日から３～４ヶ月時期
判定Ａ



６ 適期実施事務取扱マニュアル制定

目的

７条検査の管理方法・事務取扱方法の規定

１ ７条検査設置状況把握票

〔記載項目〕設置の有無・使用状況など

２ ７条検査遅延実施報告書

〔記載項目〕遅延発生の主な原因・経緯など



７ まとめ

２ 適期実施マニュアルの制定

・適期外検査の抑制

３ 指定検査機関のコンプライアンス
・組織としての社会的責務の遵守

・検査員としての意識向上

１ システムの改善 『見える化』
・保留情報、使用開始経過レベルの把握が容易

・７条検査の適期実施

・検査業務管理の効率化


